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虚
偽
の
捜
査
報
告
書
を
作
成
し
た
検
察
官
に
対
す
る
検
察
庁
の
処
分
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

小
沢
一
郎
元
民
主
党
代
表
の
資
金
管
理
団
体
「
陸
山
会
」
の
土
地
購
入
を
巡
り
、
収
支
報
告
書
に
虚
偽
の
記
載
が
あ
っ
た
と

し
て
、
石
川
知
裕
衆
議
院
議
員
は
じ
め
元
秘
書
三
名
が
逮
捕
さ
れ
た
。
小
沢
元
代
表
自
身
も
、
そ
れ
に
関
わ
っ
た
と
し
、
東
京

第
五
検
察
審
査
会
に
よ
り
強
制
起
訴
を
さ
れ
た
が
、
本
年
四
月
二
十
六
日
、
東
京
地
裁
よ
り
無
罪
判
決
が
出
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
い
わ
ゆ
る
陸
山
会
事
件
並
び
に
小
沢
元
代
表
の
裁
判
に
関
連
し
、
元
東
京
地
検
特
捜
部
の
田
代
政
弘
検
事
が
、
石
川
議
員
を

取
り
調
べ
た
際
、
石
川
議
員
が
「
『
選
挙
民
を
裏
切
る
こ
と
に
な
る
』
と
検
事
に
言
わ
れ
た
こ
と
が
効
い
た
」
等
と
述
べ
た
と

す
る
内
容
を
捜
査
報
告
書
に
記
入
し
、
東
京
第
五
検
察
審
査
会
に
提
出
し
て
い
る
が
、
後
に
そ
の
内
容
は
全
く
の
虚
偽
で
あ
っ

た
こ
と
が
判
明
し
た
。
政
府
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
一
八
〇
第
二
二
七
号
）
で
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
田
代
検
事
は
じ
め

関
係
者
は
、
虚
偽
公
文
書
作
成
罪
等
の
容
疑
で
市
民
団
体
か
ら
告
発
を
受
け
て
い
る
と
承
知
す
る
。
ま
た
本
年
五
月
二
十
一
日

付
朝
日
新
聞
に
は
、
「
東
京
地
検
特
捜
部
の
田
代
政
弘
検
事
（
四
五
）＝

現
・
法
務
総
合
研
究
所
教
官＝

に
よ
る
石
川
知
裕
衆

院
議
員
の
取
り
調
べ
に
つ
い
て
、
検
察
当
局
は
二
〇
日
ま
で
に
『
不
適
切
な
取
り
調
べ
だ
っ
た
』
と
断
定
し
た
。
捜
査
報
告
書

に
事
実
と
異
な
る
記
載
を
し
た
こ
と
と
合
わ
せ
て
懲
戒
処
分
が
相
当
と
判
断
。
近
く
法
務
省
と
協
議
し
た
上
、
内
部
調
査
の
結

果
を
公
表
す
る
方
針
だ
。
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
記
事
（
以
下
、
「
朝
日
記
事
」
と
す
る
。
）
は
じ
め
右
の
経
緯
を
踏
ま

一



え
、
以
下
質
問
す
る
。

一

そ
も
そ
も
田
代
氏
は
ど
の
よ
う
な
目
的
で
、
捜
査
報
告
書
に
虚
偽
の
内
容
を
記
載
し
た
の
か
説
明
さ
れ
た
い
。
田
代
氏

は
、
記
憶
が
混
同
し
た
旨
の
弁
解
を
し
て
い
る
と
承
知
す
る
が
、
右
は
事
実
か
。

二

法
務
省
、
検
察
庁
は
「
朝
日
記
事
」
の
内
容
を
承
知
し
て
い
る
か
。

三

「
朝
日
記
事
」
の
内
容
は
事
実
か
。
法
務
省
、
検
察
庁
と
し
て
、
田
代
検
事
を
不
起
訴
処
分
と
し
、
懲
戒
処
分
と
す
る
方

針
を
固
め
た
と
い
う
事
実
は
あ
る
か
。

四

三
で
、
そ
れ
が
事
実
な
ら
、
そ
れ
は
適
切
か
。
田
代
検
事
が
行
っ
た
行
為
は
、
人
の
名
誉
、
一
生
に
大
き
な
負
の
影
響
を

与
え
る
こ
と
に
な
り
、
ま
た
過
去
の
政
府
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
一
八
〇
第
二
二
七
号
）
で
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

明
ら
か
に
刑
法
第
一
五
六
条
に
違
反
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
田
代
検
事
が
逮
捕
、
起
訴
と

い
っ
た
刑
事
上
の
訴
追
を
受
け
ず
、
懲
戒
処
分
を
受
け
る
の
み
で
済
ま
さ
れ
る
こ
と
は
適
切
で
あ
る
の
か
。
記
憶
違
い
に

よ
っ
て
自
身
の
一
生
が
大
き
く
左
右
さ
れ
た
人
が
い
る
こ
と
を
鑑
み
て
も
、
ま
た
純
粋
に
関
連
法
律
に
照
ら
し
て
も
、
然
る

べ
き
刑
事
上
の
処
分
が
下
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
の
か
。
小
川
敏
夫
法
務
大
臣
の
見
解
如
何
。

五

三
で
、
そ
れ
が
事
実
な
ら
、
田
代
氏
を
懲
戒
処
分
と
す
る
こ
と
を
決
め
た
決
裁
書
は
作
成
さ
れ
て
い
る
か
。
作
成
さ
れ
て

二



い
る
の
な
ら
、
作
成
責
任
者
の
官
職
氏
名
並
び
に
作
成
日
、
そ
れ
が
保
管
さ
れ
て
い
る
部
署
を
そ
れ
ぞ
れ
明
ら
か
に
さ
れ
た

い
。

六

三
で
、
そ
れ
が
事
実
な
ら
、
そ
も
そ
も
そ
の
こ
と
が
報
道
機
関
に
漏
れ
、
「
朝
日
記
事
」
の
よ
う
に
記
事
と
な
る
の
は
な

ぜ
か
。
法
務
省
、
検
察
庁
と
し
て
、
田
代
氏
を
起
訴
せ
ず
、
懲
戒
処
分
と
す
る
こ
と
を
、
朝
日
新
聞
社
は
じ
め
報
道
機
関
に

対
し
、
い
つ
、
ど
の
よ
う
な
方
法
を
も
っ
て
明
ら
か
に
し
た
の
か
説
明
さ
れ
た
い
。

七

検
察
官
の
中
で
懲
戒
処
分
を
受
け
た
者
は
こ
れ
ま
で
に
い
る
か
。
過
去
十
年
の
間
、
懲
戒
処
分
を
受
け
た
者
の
官
職
氏

名
、
そ
の
理
由
、
処
分
の
内
容
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

三


